
　１．職　 　　種　：　国土交通省航空局の整備職職員

　２．配　属　先　：　交通管制部運用課飛行検査センター職員

　３．待　　　 遇　：　国家公務員（専門行政職）

　４．応募資格 　：

 ①高等学校卒業以上の学歴を有する者又は高等専門学校の第３学年の課程を修了した者又は

　　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者等で高等学校卒業者と同

　　等と認められる者

 ②昭和４４年４月２日以降に生まれた者

　　　　     ③航空整備士又は航空運航整備士の資格を有し、かつ航空経歴が5年以上の者

　５．採用予定数：　若干名

  ６．採用予定日：  平成３１年１月１日から平成３１年４月１日までの指定する日

　７．勤務予定地： 中部国際空港

　８．応募方法 　：　下記の書類を郵送すること（直接持参することも可）

（１） 履歴書（写真貼付）

（２） 技能証明書の写し

（３） 航空経歴書

（４） 「航空の安全のために」と題する作文

　　　（自筆による８００字以上１，２００字以内）

（５） 返信用封筒（定型、切手３９２円を貼付）に住所・氏名を明記したものを同封

（６） 締め切り日　平成３０年１０月２３日（火）必着

※郵送の場合、封筒の表に「応募書在中」と朱書きして下さい。

　９．選考方法 ：　　

（１）一次選考：書類審査

（２）二次選考：面接試験

　　 ●　試験日　　 平成３０年１１月２日（金）

　　　　　（日時等詳細は書類選考合格者に別途連絡）

　　 ●　試験会場　　東京都内（中央合同庁舎３号館　会議室　予定）

１０．書類提出先：　国土交通省航空局安全部運航安全課募集担当

（問合わせ先）〒１００－８９１８　東京都千代田区霞が関 ２－１－３

航空局整備職職員の募集

平成３０年８月３０日



 ０３－５２５３－８１１１　（内線 ５０３１２）

１１．そ　  の  　他 　：

（１）応募書類は合否の結果によらずお返しできません。

（２）採用に当たっては、現在所属する会社等の同意書が必要です。

（３）下記に該当する場合は、この試験を受けられません。

　　①　日本の国籍を有しない者

　　②　国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることができない者

　　　●成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

　　　●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者

   　その他その執行を受けることがなく なるまでの者

　　　●一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者

　　　●日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

   　結成し、又はこれに加入した者

以　　上
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